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事 業 規 約 

 

第１章  総 則 

 

第 1条 （事業） 

荏原共済は、会員からの共済掛金によって、被共済者に共済期間中に共済事

由が発生した場合に共済金を支払う事業を行う。 

 

第 2条 （会員） 

会員となることのできる者は、次の各号の要件を満たすものとする。 

（1）労働組合または従業員会等の組織会員であること。 

（2）労働組合または従業員会等が認めた者で、組織掛金を継続して納入す

るものであること。 

 

第 3条 （個人共済被共済者の範囲） 

被共済者となることのできる者は、第 2 条の会員およびその家族（配偶者・

子・孫・実の両親・実の兄弟姉妹）とし、加入時の毎年 1 月 1 日の年齢が生

後 3 ヵ月以上 60 歳未満の者（定年退職者はその限りではない）とする。外

国籍の会員の家族は、日本に居住している者のみ加入を認める。なお、60 歳

以上 65 歳未満の者のＣ型およびＤ型の加入を認める。 

また、組織会員から 2 親等の者は 23 歳未満の者に限り加入を認める。2022

年 2 月時点で既に加入している組織会員から 2 親等の者に限って、23 歳以

降の継続加入を認める特例措置を設け、当該措置の対象者の増口は認めな

い。 

ただし、いずれの場合も健康告知①、②に該当する者を除く。 

なお健康告知とは、次の問い掛けに対し明らかかどうかの告知を言い、健康

告知③乃至⑤は審査によって加入の可否を決定する。 
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① 病気やケガのため、加入申込日において安静状態、もしくは医師の診断

により入院・休業・手術を要することが明らかである。または、余命宣

告を受けている。 

② 過去にがんに罹患し、退院から丸 3 年が経過していない。 

③ 過去 1 年間で入院（出産を除く）または 1 ヵ月以上の休業（育児・介

護休業を除く）をしたことがある。 

④ 現在、定期的に通院している。または、医師から処方された薬を常時服

用している。 

⑤ 直近の健康診断で「要受診」の項目があった。 

⑥ 上記のすべてに該当しない。 

 

第 4条 （共済種目） 

荏原共済が実施する共済制度は、組織共済制度および個人共済制度の 2 種

目とし、細目は別表 1 と別表 2 の通りとする。 

 

第 5条 （共済期間） 

共済期間は、1 月 1 日より 12 月 31 日までの 1 年間とする。 

 

第 6条 （共済内容の提示） 

荏原共済は、共済契約を締結するときは、加入申込者に対し、第 1 章から第

3 章までに規定する事項のうち、共済内容となるべきものをあらかじめ正確

に提示しなければならない。 

 

第 7条 （異動の通知義務） 

団体の代表者は、加入者に中途加入・脱退による異動が生じたときは、毎月

末ごとに、当該月の異動状況を事務局に通知しなければならない。 
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第 2章  共済契約 

 

第 8条 （共済契約締結の要件） 

荏原共済は、事業規約第 2 条および第 3 条に定める要件を満たすものに限

り、共済契約を締結するものとする。 

 

第 9条 （共済掛金の額および最高限度） 

共済契約についての共済掛金額は、次のとおりとする。 

（1）組織共済は細則第 6 条第 1 項に定めた額。 

（2）個人共済は細則第 6 条第 2 項の定めに基づいてＡ型は、1 口について

定めた共済掛金額の 20 倍を最高限度とする。またＣ型およびＤ型は、

1 口について定めた共済掛金額の 5 倍を最高限度とする。 

 

第 10条 （共済契約の申込み） 

（1）組織共済において、団体の代表者が共済契約の申込みをしようとする

ときは、組織共済加入登録申請書に必要事項を記入し、6 ヶ月分の共

済掛金に相当する金額および加入者全員の名簿を添え、事務局に提出

しなければならない。 

（2）個人共済において、会員が共済契約の申込みをしようとするときは、

個人共済加入申込書に必要事項を記入し、掛金を添えて事務局に提出

しなければならない。 

 

第 11条 （共済契約の成立および効力の発生） 

共済契約の成立は、荏原共済が加入を承諾したときとし、効力の発生は、毎

年 1 月 1 日とする。 

ただし、個人中途加入においては、加入申込書に掛金を添えて加入申込みを

した日（以下「加入日」という）に、効力が発生するものとする。なお、 

Ｂ型の新規加入は停止する。 
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第 12条 （共済掛金の払込方法および払込先） 

（1）組織共済は、各団体の全会員の 6 ヵ月分の共済掛金を一括して、毎年

2 月末日および 8 月末日に、荏原共済の指定する口座に払い込むもの

とする。ただし、掛金納入基礎人員は、毎年 2 月 1 日現在および 8 月

1 日現在の会員数とする。 

（2）個人共済は、前納制とし加入者各人の月々の給与よりチェックオフと

する。 

 

第 13条 （共済契約の無効） 

（1）被共済者が、被共済者となった当時において、すでに死亡していたと

き、年齢が事業規約第 3 条に定める範囲外であったとき、または個人

共済において健康告知①または②に該当していた場合、または健康告

知③乃至⑤において加入判断に関わる重大な事実が正確に告知され

ていなかったと団体代表者による決議で認定された場合は、当該被共

済者にかかる共済契約は無効とする。 

（2）前項に該当する者のうち、すでに共済金が支払われていた場合は、当

該被共済者は、その支払われた共済給付金を返還しなければならない。 

 

第 14条 （契約事務） 

共済契約に関する事務は別に定めるてびきに基づいて行う。 

 

第 15条 （共済金の支払い） 

（1）荏原共済は被共済者が効力発生日以後に生じた共済事由につき、荏原共

済に給付申請があった場合は、別表および別に定める給付認定基準によ

り、30 日以内に被共済者に共済金を支払うものとする。ただし被共済

者が給付金支払いまでの間に死亡した場合、受給する者の順位は、配偶

者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹とし、同順位の者が 2 人以上存在

する場合には、受給者のうち共済会が認めた代表者に対し支払う。 
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（2）労働組合従業員会活動中の補償は、扶助規程に基づいて支給する。ま

た、組織共済の給付との併給は行わない。 

（3）天災、変乱、戦争および感染症や交通災害等により大量の被災者が生

じた場合の給付は、運営委員会総会の決定に基づいて行う。 

 

第 16条 （共済金の支払い請求） 

団体の代表者は、前条の共済事由が発生したときは、共済給付申請書に証明

書類を添え、事務局に共済金の支払いを請求するものとする。 

 

第 17条 （共済金の支払い義務を免れる場合） 

荏原共済は、次の場合には、共済金を支払う義務を免れる。 

（1）組織共済 

①加入者または家族の「故意」により共済事由が発生したとき。 

②入院・休業通院見舞において、慢性中毒による場合。 

なお、慢性中毒とはアルコール依存症（中毒）、薬物中毒（麻薬・シン

ナー類）によるもの。 

③被保険者の加入起算日から１年以内の自殺。 

（2）個人共済 

①加入者または家族の「故意」により共済事由が発生したとき。 

②入院・休業通院見舞いにおいて、先天異常による場合および慢性中毒

による場合。 

③被保険者の加入起算日から１年以内の自殺。ただし、増口が行われた

場合、増口の効力起算日から１年以内の自殺に関しては、増口前の

口数にて給付金を支払う。 

④加入審査の際に正しい健康告知がなされていなかったとき。 

（3）組織共済・個人共済を問わず、共済事由発生の日から２年を経過した後の共済金

の請求は、時効により消滅する。ただし、時効の対象は会員の期間のみとする。 
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第 18条 （異議の申し立ておよび審査委員会） 

（1）共済契約および共済金の支払いに関する荏原共済の処置につき不服が

あるときは、被共済者は別に定める審査委員会に対して、異議の申し

立てをすることができる。 

（2）前項の異議の申し立ては、荏原共済の処置があった日から速やかに行

うものとする。 

（3）異議の申し立てがあったときは、審査委員会は速やかに、別に定める

規則により審査を行い、その結果を異議の申し立てをした団体の代表

者に通知しなければならない。 

（4）前項の審査において、異議の申し立てをした団体の代表者および被共

済者は、審査委員会に出席し、発言することができる。 

 

 

第 3章  事業の実施方法 

 

第 19条 （異常危険準備金等、団体援助基金および積立金） 

荏原共済は、毎事業年度末において、異常危険準備金等、団体援助基金およ

び積立金を必要に応じ積み立てるものとする。 

 

第 20条 （共済還元金の支給） 

荏原共済は、毎事業年度末において、剰余金が計上できる時には共済還元金

の支給を行うことが出来る。 

 

第 21条 （他団体への加入） 

荏原共済は、事業安定のため他の団体の扱う、荏原共済制度に共通する制度

に「危険再担保」として加入できる。 
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第 22条 （細則） 

この規約に定めるものの他、共通事業実施のための手続き、その他事業執行

について必要な事項に関する細則を別に定める。 

 

第 23条 （改廃） 

この規約の改廃は、運営委員会総会の決議を経るものとする。 

 

第 24条 （施行） 

この規約は、1988 年 1 月 1 日より施行する。 

2007 年 2 月 23 日 一部改訂 

2010 年 2 月 26 日 一部改訂 

2011 年 2 月 25 日 一部改訂 

2015 年 2 月 20 日 一部改訂 

2019 年 2 月 22 日 一部改訂 

2020 年 2 月 28 日 一部改訂 

2022 年 2 月 28 日 一部改訂 

2023 年 2 月 17 日 一部改訂 

2025 年 2 月 21 日 一部改訂 
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別表 1 

 

１口の月額掛金　３５０円

給付金額

結婚 20,000円

出生 10,000円

水晶婚 10,000円

銀婚 10,000円

本人死亡 100,000円

配偶者死亡 50,000円

子供死亡 20,000円

親死亡 10,000円

兄弟姉妹死亡 10,000円

祖父母死亡 10,000円

病気入院 １日目より

ケガ入院 １日目より

病気休業通院 連続10日以上

ケガ休業通院 連続３日以上

組織加入者が定年により退職した場合 10,000円

10,000円

組　織　共　済

入
院
・
休
業
通
院

 
 
 
見
舞
金

祖父母（同居のみ）

養子・死産を含む

給付事由 給付基準

祝
金

組織加入者が結婚した場合

組織加入者に子供が出生した場合

組織加入者が結婚後15年たった場合

組織加入者が結婚後25年たった場合

（注）本人および配偶者死亡の場合、給付金の他に花輪または生花を供出する。

（注）労働組合および従業員会活動中の補償は扶助規定に基づく支給によって対処する
      ものとし、上記の弔慰金、入院休業通院見舞金との併給はしない。

本人・配偶者の親

本人の兄弟姉妹

火災等見舞金
地震を除く火災・風水害に
よる見舞金

別に定める基準に
よってその都度決定

弔
慰
金

日額1,200円

共済に加入し５年以上経過して退職した
場合

１共済期間で180日を限度
とし、通算900日を限度

１共済期間で90日を限度
とし、通算450日を限度

組織加入者が死亡した場合

内縁（同居）を含む

日額　600円

退職餞別金
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別表 2 

 

給付
金額

掛金
加入
限度

配偶者 30万円

子供 10万円

親 １万円

病気入院 １日目より

ケガ入院 １日目より

病気休業
通院

連続10日以上

ケガ休業
通院

連続３日以上

病気入院 １日目より

ケガ入院 １日目より

入院手術
給付金

入院しての
手術に対し
支給

給付を受けた手術から
30日以上経過すれば、
都度支給

手術１回
につき

18,000円

個　人　共　済

１口
200円

5口

事故

日額
1200円

１共済期間で90日を
限度とし、通算450日を限
度
（不就労者は荏原共済の
書式による「安静加療を
必要とする」医師の診断
書に基づき給付）

日額
1200円

日額
600円

１共済期間で180日を
限度とし、通算900日
を限度

１共済期間で180日を
限度とし、通算900日
を限度

50万円

100万円
交通事故・不慮の事故による死亡
（障害１・２級）

病気などによる死亡
（障害１･２級）
半年以内の余命宣告

（

Ｂ
型
）

家
族
死
亡

弔
慰
金

（

Ｃ
型
）

入
院
見
舞
金
・
通
院
見
舞
金

（

Ｄ
型
）

入
院
見
舞
金
・
手
術
給
付
金

給付基準

20口

内縁（同居）を含む配偶者の死亡

生計を一にする子供の死亡

１口
100円

１口
100円

10口

本人・配偶者の親の死亡

１口
200円

5口

給付事由

普通

（

Ａ
型
）

本
人
死
亡

弔
慰
金

Ｄ型満口加入者に限り、日帰り手術に対して45,000円支給
※給付を受けた手術から30日以上経過すれば、都度支給

 

 


